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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタル放送を受信する第１のチューナ部と、
　該第１のチューナ部にて受信された受信信号を復調して目的とする情報を取り出すため
の復調部と、
　前記情報を保持する記憶部と、
　ディジタル放送を受信する第２のチューナ部を有するディジタル放送受信端末を着脱可
能に接続し、相互通信可能とする接続部と、
　前記第２のチューナ部を有するディジタル放送受信端末が前記接続部を介して接続され
ている場合に、前記第１のチューナ部と前記第２のチューナ部により２復調回路構成によ
る受信動作を制御する２復調回路制御部とを備えるディジタル放送受信端末において、
　前記第１のチューナ部を有するディジタル放送受信端末にて受信されたチャネルのサー
ビスに関する情報を前記第２のチューナ部を有するディジタル放送受信端末に切り替えて
表示するようにしたことを特徴とするディジタル放送受信端末。
【請求項２】
　ディジタル放送を受信する第１のチューナ部と、
　該第１のチューナ部にて受信された受信信号を復調して目的とする情報を取り出すため
の復調部と、
　前記情報を保持する記憶部と、
　ディジタル放送を受信する第２のチューナ部を有するディジタル放送受信端末を着脱可
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能に接続し、相互通信可能とする接続部と、
　前記第２のチューナ部を有するディジタル放送受信端末が前記接続部を介して接続され
ている場合に、前記第１のチューナ部と前記第２のチューナ部により２復調回路構成によ
る受信動作を制御する２復調回路制御部とを備えるディジタル放送受信端末において、
　前記第１のチューナ部を有するディジタル放送受信端末にて受信されたチャネルのサー
ビスに関する情報を前記第２のチューナ部を有するディジタル放送受信端末にて同時に表
示するようにしたことを特徴とするディジタル放送受信端末。
【請求項３】
　ディジタル放送を受信する第１のチューナ部と、
　該第１のチューナ部にて受信された受信信号を復調して目的とする情報を取り出すため
の復調部と、
　前記情報を保持する記憶部と、
　ディジタル放送を受信する第２のチューナ部を有するディジタル放送受信端末を着脱可
能に接続し、相互通信可能とする接続部と、
　前記第２のチューナ部を有するディジタル放送受信端末が前記接続部を介して接続され
ている場合に、前記第１のチューナ部と前記第２のチューナ部により２復調回路構成によ
る受信動作を制御する２復調回路制御部とを備えるディジタル放送受信端末において、
　前記第２のチューナ部を有するディジタル放送受信端末が前記第１のチューナ部を有す
るディジタル放送受信端末に接続されている場合、前記第１のチューナ部を有するディジ
タル放送受信端末にて作成された番組予約に関する情報を前記第２のチューナ部を有する
ディジタル放送受信端末で利用することが可能であり、または、前記第２のチューナ部を
有するディジタル放送受信端末にて作成された番組予約に関する情報を前記第１のチュー
ナ部を有するディジタル放送受信端末で利用することが可能であることを特徴とするディ
ジタル放送受信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直交周波数分割多重（通常、ＯＦＤＭ（orthogonal frequency division mu
ltiplex ）方式等を使用した地上波ディジタル放送または衛星波ディジタル放送等のディ
ジタル放送において、特定のチャネルの電波を選択的に受信して目的とする音声や映像等
を含む情報（データ）を取り出すためのディジタル放送受信装置に関する。
【０００２】
　近年の無線伝送技術の分野においては、周波数帯域の利用効率を高くして多数の情報を
効率良く伝送するために、これらの情報に対応させて複数のキャリア（搬送波）の振幅お
よび位相を変調して得られる複数の直交変調信号を一度に送信することができるようなＯ
ＦＤＭ方式の情報伝送が一般に行われている。このようなＯＦＤＭ方式の情報伝送では、
マルチパスやフェージング等の影響を最小限に抑えた高画質かつ広帯域の情報を効率良く
伝送することができる。
【０００３】
　特に、本発明は、ＯＦＤＭ方式等を使用した地上波ディジタル放送または衛星波ディジ
タル放送等のディジタル放送を受信する場合に、単一のディジタル放送受信機による１復
調回路構成では実現することが困難な受信サービス方式を提供するための一手法について
言及するものである。
【背景技術】
【０００４】
　一般に、ＯＦＤＭ方式等を使用した地上波ディジタル放送等において特定のチャネルの
情報を取得したい場合、ユーザは、一般の家庭で使用されるホーム用ディジタル放送受信
機または移動体内で使用される車載用ディジタル放送受信機を用いて、チューナにより特
定のチャネルの電波（直交変調信号）を選択的に受信し、チューナからの受信信号を復調
回路により復調して当該チャネルの音声や映像等を含む情報を取り出している。
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【０００５】
　より詳しく説明すると、上記のようなディジタル放送受信機において、チューナは、ア
ンテナを通して受信された地上波ディジタル放送等の複数のチャネルの中から特定のチャ
ネルの電波を選択的に取り出すチャネル選局処理部と、当該チャネルの電波をディジタル
形式の中間周波信号に変換するための周波数変換部とを含む。また一方で、復調回路は、
チューナから出力されたディジタル形式の中間周波信号を高速フーリエ変換（fast Fouri
er transform：通常、ＦＦＴと略記される）処理等により復調して音声信号や映像信号等
を含む復調信号を生成する機能を有する。
【０００６】
　さらに、復調回路から出力された復調信号は、ＴＳ（transport stream：トランスポー
ト・ストリーム）デコーダに入力され、ＭＰＥＧ（moving picture coding experts grou
p ：通信、放送および蓄積の３分野に汎用的に適用可能な動画像符号化形式）システム規
格のＴＳパケットの形式でデータストリームが生成される。さらに、このデータストリー
ムの誤り訂正処理等を行った後に、音声デコーダおよび映像デコーダによって、目的とす
る音声および映像を含む情報が取り出される。
【０００７】
　しかしながら、上記のようなホーム用／車載用ディジタル放送受信機等からなるディジ
タル放送受信装置は、単一のチューナおよび復調回路により構成されているので、一つの
チャネルの情報を受信している最中は当該チャネル内に存在するサービス等の情報しか取
得することができなかった。換言すれば、一般のディジタル放送受信装置では、一つのチ
ャネルの情報を受信している最中に他のチャネルのサービス等の情報を受信することは技
術的に困難であるという問題が生じてきた。
【０００８】
　ここで、参考のため、地上波ディジタル放送等を受信するためのディジタル放送受信装
置に関連した技術内容が記載された３つの特許文献（特許文献１～３）を呈示する。
【０００９】
　特許文献１（特開２００２－３６９０９９号公報）では、携帯受信機あるいは車載用受
信機がダウンロードを実行することができるシステムが開示されている。特許文献２（特
開２００２－３５３９１５号公報）では、視聴したい番組を自機以外の地上波ディジタル
放送受信装置にて受信させることができるようにした携帯情報端末が開示されている。特
許文献３（特開２００２－１２５１８１号公報）では、外出先から携帯電話を利用して自
宅のディジタル放送受信装置を制御することができるようなディジタル放送システムが開
示されている。これらの特許文献１～３の開示内容から明らかなように、上記特許文献の
いずれにおいても、前述のような一般のディジタル放送受信装置と同様の問題が生ずる。
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－３６９０９９号公報
【特許文献２】特開２００２－３５３９１５号公報
【特許文献３】特開２００２－１２５１８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、地上波ディジタル放送または衛星波
ディジタル放送等のディジタル放送において、一つのチャネルの情報を受信している最中
に他のチャネルのサービス等の情報を受信することが可能なディジタル放送受信装置を提
供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記問題点を解決するために、本発明のディジタル放送受信装置は、ディジタル放送の
特定のチャネルの電波を選択的に受信する第１のチューナ部、この第１のチューナ部にて
受信された受信信号を復調して目的とする情報（データ）を取り出すための第１の復調部



(4) JP 4212462 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

、および、上記情報を保持する第１の記憶部（メモリ）を有する第１のディジタル放送受
信端末と、上記地上波ディジタル放送の特定のチャネルの電波を選択的に受信する第２の
チューナ部、この第２のチューナ部にて受信された受信信号を復調して目的とする情報を
取り出すための第２の復調部、および、上記情報を保持する第２の記憶部を有する第２の
ディジタル放送受信端末とを備え、上記第２のディジタル放送受信端末が着脱可能に接続
されるように構成される。
【００１３】
　ここで、上記第２のディジタル放送受信端末が着脱可能に接続される形態として、次の
２つの形態が考えられる。
【００１４】
　第１番目は、第２のディジタル放送受信端末が、第１のディジタル放送受信端末に対し
従属関係で接続される形態であり、第２番目は、第１のディジタル放送受信端末と第１の
ディジタル放送受信端末とが、並列関係で接続される形態である。
【００１５】
　好ましくは、本発明のディジタル放送受信装置において、上記第１のディジタル放送受
信端末または上記第２のディジタル放送受信端末は、上記第１のディジタル放送受信端末
と上記第２のディジタル放送受信端末との接続状態を監視して検知する接続状態監視部を
具備する。
【００１６】
　さらに、好ましくは、本発明のディジタル放送受信装置において、上記第１のディジタ
ル放送受信端末または上記第２のディジタル放送受信端末は、上記情報の相互通信を行う
ための受信端末インタフェースを具備する。
【００１７】
　さらに、好ましくは、上記第２のディジタル放送受信端末が上記第１のディジタル放送
受信端末に接続されている場合、上記第２のディジタル放送受信端末は、任意のチャネル
のサービスに関する情報を順次検索し、上記第１のディジタル放送受信端末は、上記第２
のディジタル放送受信端末による検索の結果として取得されたサービスに関する情報を上
記第１の記憶部にプリセットし、上記第１のディジタル放送受信端末での現在のチャネル
を変更する際に、上記サービスに関する情報を上記第１の記憶部から読み出すようにして
いる。
【００１８】
　さらに、好ましくは、上記第２のディジタル放送受信端末が上記第１のディジタル放送
受信端末に接続されている場合、上記第２のディジタル放送受信端末は、任意のチャネル
の電子番組ガイド（electronic program guide：通常、ＥＰＧと略記される）に関する情
報を順次検索し、上記第１のディジタル放送受信端末は、上記第２のディジタル放送受信
端末による検索の結果として取得された電子番組ガイドに関する情報を上記第１の記憶部
に格納するようにしている。
【００１９】
　さらに、好ましくは、上記第２のディジタル放送受信端末が上記第１のディジタル放送
受信端末に接続されている場合、上記第２のディジタル放送受信端末は、任意のチャネル
の緊急警報を監視し、上記第１のディジタル放送受信端末は、上記第２のディジタル放送
受信端末による監視の結果として取得された緊急警報を選択し、上記第１のディジタル放
送受信端末での現在のチャネルを上記緊急警報の緊急サービスに切り替えるようにしてい
る。
【００２０】
　さらに、好ましくは、上記第２のディジタル放送受信端末が上記第１のディジタル放送
受信端末に接続されている場合、上記第１のディジタル放送受信端末または上記第２のデ
ィジタル放送受信端末のいずれか一方で受信されたチャネルの情報を他方のディジタル放
送受信端末に切り替えて表示するようにしている。
【００２１】
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　さらに、好ましくは、上記第２のディジタル放送受信端末が上記第１のディジタル放送
受信端末に接続されている場合、上記第１のディジタル放送受信端末によるチャネルの受
信中に当該チャネルの受信が困難であると判断されたときに、上記第２のディジタル放送
受信端末での強階層の受信サービス方式に切り替えて当該チャネルを受信し、上記第２の
ディジタル放送受信端末にて受信され復調された当該チャネルの音声および映像の少なく
とも一方に関する情報を、上記第１のディジタル放送受信端末から途切れなく出力するよ
うにしている。
【００２２】
　さらに、好ましくは、上記第２のディジタル放送受信端末が上記第１のディジタル放送
受信端末に接続されている場合、上記第２のディジタル放送受信端末にて受信されたチャ
ネルの情報を上記第１のディジタル放送受信端末にて同時に表示するようにし、または、
上記第１のディジタル放送受信端末にて受信されたチャネルの情報を上記第２のディジタ
ル放送受信端末にて同時に表示するようにしている。
【００２３】
　さらに、好ましくは、上記第２のディジタル放送受信端末が上記第１のディジタル放送
受信端末に接続されている場合、上記第１のディジタル放送受信端末または上記第２のデ
ィジタル放送受信端末のいずれか一方で作成された番組予約に関する情報を他方のディジ
タル放送受信端末で相互に利用することが可能である。
【００２４】
　さらに、好ましくは、上記第１のディジタル放送受信端末は、ホーム用ディジタル放送
受信端末または車載用ディジタル放送受信端末であり、上記第２のディジタル放送受信端
末が携帯用ディジタル放送受信端末である。
【発明の効果】
【００２５】
　要約すれば、本発明では、携帯用ディジタル放送受信端末等の第２のディジタル放送受
信端末を着脱可能に接続することによって２復調回路構成を実現することができるので、
一つのチャネルの情報を受信している最中に他のチャネルのサービス等の情報を受信する
ことが可能になる。これによって、１復調回路構成では実現することが困難な受信サービ
ス方式を実現することが可能になる。
【００２６】
　さらに、本発明では、２復調回路構成を実現することによって、一つのチャネルで通常
のサービスに関する情報を取得しながら、バックグランドで他の任意のチャネルの情報を
検索して取得することが可能になる。
【００２７】
　さらに、本発明では、携帯用ディジタル放送受信端末等で受信されたチャネルの情報を
ホーム用／車載用ディジタル放送受信端末等に切り替えて表示することができるので、受
信チャネルの情報の大画面表示が可能になる。
【００２８】
　さらに、本発明では、ホーム用／車載用ディジタル放送受信端末等によるチャネルの受
信中に当該チャネルの受信が困難になったときに、携帯用ディジタル放送受信端末等の強
階層の受信サービス方式に切り替えて当該チャネルを受信することができるので、最初に
ホーム用／車載用ディジタル放送受信端末等にて受信されたチャネルの情報をシームレス
方式で切り替えて途切れなく出力することが可能になる。
【００２９】
　さらに、本発明では、ホーム用／車載用ディジタル放送受信端末または携帯用ディジタ
ル放送受信端末のいずれか一方で受信されたチャネルの情報を他方のディジタル放送受信
端末で同時に表示することができるので、一つのチャネルの情報のサービスを受けると同
時に、他の任意のチャネルのサービスに関する情報をディスプレイ等で見ることが可能に
なる。
【００３０】
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　さらに、本発明では、ホーム用／車載用ディジタル放送受信端末または携帯用ディジタ
ル放送受信端末のいずれか一方で作成された番組予約に関する情報を他方のディジタル放
送受信端末に転送することによって、番組予約に関する情報を相互に交換することが容易
に実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、添付図面（図１～図１１）を参照しながら、本発明の好ましい実施の形態を説明
する。
【００３２】
　図１は、本発明の基本的な実施例の構成を示すブロック図である。ただし、ここでは、
第２のディジタル放送受信端末２が、第１のディジタル放送受信端末１に対し従属関係で
着脱可能に接続された状態で、ＯＦＤＭ方式を使用した地上波ディジタル放送を受信する
ことができるようなディジタル放送受信装置１０の構成を簡略化して示す。なお、これ以
降、前述した構成要素と同様のものについては、同一の参照番号を付して表すこととする
。
【００３３】
　図１の実施例に係るディジタル放送受信装置１０においては、仕様や用途等が異なる２
種のディジタル放送受信端末（例えば、第１のディジタル放送受信端末１および第２のデ
ィジタル放送受信端末２）を着脱可能に接続することによって２復調回路構成を実現する
ようにしている。好ましくは、第１のディジタル放送受信端末は、据え置き機器として使
用されるホーム用／車載用ディジタル放送受信端末等により構成され、第２のディジタル
放送受信端末は、携帯用移動通信機器として使用される携帯用ディジタル放送受信端末等
により構成される。
【００３４】
　図１の実施例の第１のディジタル放送受信端末１においては、放送局から送信される地
上波ディジタル放送の電波（直交変調信号）を、第１のアンテナＡ－１を通して選択的に
受信する第１のチューナ部１－１が設けられている。この第１のチューナ部１－１により
受信された受信信号Ｓｒ１は、通常の復調回路による復調処理が困難な高周波信号である
ため、上記復調処理が容易に行えるような中間周波信号に変換する必要がある。
【００３５】
　より詳しく説明すると、第１のチューナ部１－１は、第１のアンテナＡ－１を通して受
信された地上波ディジタル放送の複数のチャネルの中から特定のチャネルの電波を選択的
に取り出すチャネル選局処理部と、当該チャネルの電波を中間周波信号に変換するための
周波数変換部とを含む。
【００３６】
　さらに、図１の第１のディジタル放送受信端末１においては、第１のチューナ部１－１
にて受信された受信信号Ｓｒ１を復調して目的とする情報を取り出すための復調回路から
なる第１の復調部１－２が設けられている。この第１の復調部１－２は、第１のチューナ
部１－１から出力されたディジタル形式の中間周波信号をＦＦＴ処理等により復調して音
声信号や映像信号等を含む復調信号Ｓｄ１を生成する機能を有する。
【００３７】
　さらに、図１の第１のディジタル放送受信端末１においては、第１の復調部１－２にて
生成された復調信号Ｓｄ１のデコード処理を行う第１のＴＳデコーダ１－３が設けられて
いる。この第１のＴＳデコーダ１－３に入力された復調信号Ｓｄ１は、デコード処理がな
された後に、ＭＰＥＧシステム規格のＴＳパケットの形式でデータストリームとして出力
される。上記の復調信号Ｓｄ１には、ＯＦＤＭ方式の直交変調信号の伝送パラメータを示
す制御信号であるＴＭＣＣ（transmission and multiplexing configuration control ）
が含まれている。第１のＴＳデコーダ１－３によりＴＭＣＣを復号することによって、デ
ータストリームの誤り訂正処理等が行われる。
【００３８】
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　この第１のＴＳデコーダ１－３から出力されたデータストリームは、音声用のデータス
トリームＳａ１および映像用のデータストリームＳｖ１を含む。これらの音声用のデータ
ストリームＳａ１および映像用のデータストリームＳｖ１は、それぞれ、第１の音声デコ
ーダ１－４および第１の映像デコーダ１－５によりデコード処理が行われ、目的とする音
声Ａｄ１および映像Ｖｄ１を含む情報が取り出される。音声Ａｄ１は、最終的に、スピー
カ等の第１の音声出力部１－９から出力される。また一方で、映像Ｖｄ１は、最終的に、
ディスプレイ等の第１の表示部１－１０の画面上に表示される。
【００３９】
　さらに、図１の第１のディジタル放送受信端末１においては、上記の第１のチューナ部
１－１、第１の復調部１－２、第１のＴＳデコーダ１－３、第１の音声デコーダ１－４お
よび第１の映像デコーダ１－５等の各部の動作を統括的に制御する第１の制御部１－７が
設けられている。この第１の制御部１－７は、第１のバスラインＢ－１を介して第１のチ
ューナ部１－１、第１の復調部１－２、第１のＴＳデコーダ１－３、第１の音声デコーダ
１－４および第１の映像デコーダ１－５等に接続されており、制御信号Ｓｔ１を上記各構
成要素に送出することによって上記各構成要素の動作を制御する。好ましくは、第１の制
御部１－７は、マイクロプロセッサのＣＰＵ（central processing unit：中央演算処理
装置）により構成される。
【００４０】
　さらに、図１の第１のディジタル放送受信端末１においては、地上波ディジタル放送の
特定のチャネルを選択する際に必要なデータ、または関連するデータを入力する第１の入
力部１－８と、この第１の入力部１－８から入力されたデータや受信したチャネル内の各
種の情報等を保持する第１の記憶部１－６とが設けられている。好ましくは、上記第１の
入力部１－８は、リモートコントローラやキーボードやマウス等の入力手段を含み、ユー
ザが上記の入力手段を操作することによって各種のデータが入力される。さらに、好まし
くは、第１の記憶部１－６は、ＲＡＭ（random access memory：ランダムアクセスメモリ
）やＲＯＭ（read only memory：リードオンリメモリ）等のメモリにより構成される。
【００４１】
　また一方で、図１の実施例の第２のディジタル放送受信端末２は、前述の第１のディジ
タル放送受信端末１とほぼ同様の構成を有している。
【００４２】
　より詳しく説明すると、図１の第２のディジタル放送受信端末２においては、放送局か
ら送信される地上波ディジタル放送の電波を、第２のアンテナＡ－２を通して選択的に受
信する第２のチューナ部２－１が設けられている。この第２のチューナ部２－１は、第２
のアンテナＡ－２を通して受信された地上波ディジタル放送の複数のチャネルの中から特
定のチャネルの電波を選択的に取り出すチャネル選局処理部と、当該チャネルの電波を中
間周波信号に変換するための周波数変換部とを含む。
【００４３】
　さらに、図１の第２のディジタル放送受信端末２においては、第２のチューナ部２－１
にて受信された受信信号Ｓｒ２を復調して目的とする情報を取り出すための復調回路から
なる第２の復調部２－２が設けられている。この第２の復調部２－２は、第２のチューナ
部２－１から出力されたディジタル形式の中間周波信号をＦＦＴ処理等により復調して音
声信号や映像信号等を含む復調信号Ｓｄ２を生成する機能を有する。
【００４４】
　さらに、図１の第２のディジタル放送受信端末２においては、第２の復調部２－２にて
生成された復調信号Ｓｄ２のデコード処理を行う第２のＴＳデコーダ２－３が設けられて
いる。この第２のＴＳデコーダ２－３に入力された復調信号Ｓｄ２は、デコード処理がな
された後に、ＭＰＥＧシステム規格のＴＳパケットの形式でデータストリームとして出力
される。上記の復調信号Ｓｄ２には、ＯＦＤＭ方式の直交変調信号の伝送パラメータを示
す制御信号であるＴＭＣＣが含まれている。第２のＴＳデコーダ２－３によりＴＭＣＣを
復号することによって、データストリームの誤り訂正処理等が行われる。



(8) JP 4212462 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

【００４５】
　この第２のＴＳデコーダ２－３から出力されたデータストリームは、音声用のデータス
トリームＳａ２および映像用のデータストリームＳｖ２を含む。これらの音声用のデータ
ストリームＳａ２および映像用のデータストリームＳｖ２は、それぞれ、第２の音声デコ
ーダ２－４および第２の映像デコーダ２－５によりデコード処理が行われ、目的とする音
声Ａｄ２および映像Ｖｄ２を含む情報が取り出される。音声Ａｄ２は、最終的に、スピー
カ等の第２の音声出力部２－９から出力される。また一方で、映像Ｖｄ２は、最終的に、
ディスプレイ等の第２の表示部２－１０の画面上に表示される。
【００４６】
　さらに、図１の第２のディジタル放送受信端末２においては、上記の第２のチューナ部
２－１、第２の復調部２－２、第２のＴＳデコーダ２－３、第２の音声デコーダ２－４お
よび第２の映像デコーダ２－５等の各構成要素の動作を統括的に制御する第２の制御部２
－７が設けられている。この第２の制御部２－７は、第２のバスラインＢ－２を介して第
２のチューナ部２－１、第２の復調部２－２、第２のＴＳデコーダ２－３、第２の音声デ
コーダ２－４および第２の映像デコーダ２－５等に接続されており、制御信号Ｓｔ２を上
記各構成要素に送出することによって上記各構成要素の動作を制御する。好ましくは、第
２の制御部２－７は、マイクロプロセッサのＣＰＵにより構成される。
【００４７】
　さらに、図１の第２のディジタル放送受信端末２においては、地上波ディジタル放送の
特定のチャネルを選択する際に必要なデータ、または関連するデータを入力する第２の入
力部２－８と、この第２の入力部２－８から入力されたデータや受信したチャネル内の各
種の情報等を保持する第２の記憶部２－６とが設けられている。好ましくは、上記第２の
入力部２－８は、操作スイッチ等の入力手段を含み、ユーザが操作スイッチ等を操作する
ことによって各種のデータが入力される。さらに、好ましくは、第２の記憶部２－６は、
ＲＡＭやＲＯＭ等のメモリにより構成される。
【００４８】
　さらに、図１の実施例においては、第１のディジタル放送受信端末１に設けられた受信
端末インタフェース４を介して、第１のディジタル放送受信端末１と第２のディジタル放
送受信端末２とが着脱可能に接続されている。この受信端末インタフェース４は、第１の
ディジタル放送受信端末１と第２のディジタル放送受信端末２との間で、音声信号や映像
信号や関連データ等を含む各種の信号Ｓｃを交換することによって相互通信を可能にする
機能を有する。
【００４９】
　さらに、図１の実施例においては、第１のディジタル放送受信端末１と第２のディジタ
ル放送受信端末２との接続状態を監視する接続状態監視部３が、第１のディジタル放送受
信端末１に設けられている。より具体的には、接続状態監視部３は、第１のディジタル放
送受信端末１と第２のディジタル放送受信端末２とを接続するための複数の接続端子の中
で、電源等に接続されている特定の接続端子の電圧レベルを監視することによって、上記
２種のディジタル放送受信端末が実際に接続されているか否かを検知する。この接続状態
監視部３による検知結果は、第１のバスラインＢ－１を介して第１の制御部１－７に通知
される。
【００５０】
　なお、図１の実施例においては、受信端末インタフェース４および接続状態監視部３を
第１のディジタル放送受信端末内に設けた例を示しているが、受信端末インタフェース４
および接続状態監視部３を第２のディジタル放送受信端末内に設けた場合でも、同様の機
能が実現されることはいうまでもない。
【００５１】
　図１の実施例によれば、第１のディジタル放送受信端末と第２のディジタル放送受信端
末とを着脱可能に接続することによって２復調回路構成を実現することができるので、一
つのチャネルの情報を受信している最中に他のチャネルのサービス等の情報を受信するこ
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とが可能になる。さらに、上記の２復調回路構成を実現することによって、一つのチャネ
ルで通常のサービスに関する情報を取得しながら、バックグランドで他の任意のチャネル
の情報を検索して取得することが可能になる。
【００５２】
　さらに、図１の実施例によれば、第１のディジタル放送受信端末または第２のディジタ
ル放送受信端末のいずれか一方で受信されたチャネルのサービス等に関する情報を、受信
端末インタフェースを介して他方のディジタル放送受信端末に転送することにより、当該
チャネルのサービス等に関する情報を相互に交換することが可能になる。
【００５３】
　なお、図１の実施例では、第１および第２のディジタル放送受信端末等の２種のディジ
タル放送受信端末を用いて２復調回路構成（２ブランチ復調方式）を実現しているが、３
種以上のディジタル放送受信端末を用いて３復調回路以上の複数の復調回路構成（３ブラ
ンチ以上の復調方式）を実現することも可能である。この場合でも、前述の図１の実施例
の場合と同様の効果が得られることはいうまでもない。
【００５４】
　図２は、本発明の第１の具体的な実施例の構成を示すブロック図である。ここでは、第
１のディジタル放送受信端末は、据え置き機器として使用される１３セグメント方式のメ
イン側ディジタル放送受信端末（例えば、ホーム用／車載用ディジタル放送受信端末）５
により構成され、第２のディジタル放送受信端末は、携帯用移動通信機器として使用され
る１または３セグメント方式の携帯用ディジタル放送受信端末６により構成される。
【００５５】
　図２の第１の具体的な実施例においては、メイン側ディジタル放送受信端末５と携帯用
ディジタル放送受信端末６とが着脱可能に接続された状態で、ＯＦＤＭ方式を使用した地
上波ディジタル放送を受信することができるようなディジタル放送受信装置５０の構成を
簡略化して示す。
【００５６】
　ここで、「セグメント」とは、ＯＦＤＭ方式の直交変調信号に使用される複数のキャリ
アを区分した単位を指していう。例えば、複数のキャリアを１３のセグメントに区分した
場合、メイン側ディジタル放送受信端末５では、データ処理能力やメモリ容量等が比較的
大きいので、１３セグメントのキャリアを全て取り込むことができる。さらに、このメイ
ン側ディジタル放送受信端末５では、１６Ｍｂ／ｓｅｃ（メガビット／秒）前後の高ビッ
ト転送速度で高画質動画像符号化の標準であるＭＰＥＧ－２システム規格（標準精細度の
ＳＤ（standard definition ）仕様および高精細度のＨＤ（high definition ）仕様を含
む）に基づいて送信されたデータを受信することができるようになっている。
【００５７】
　これに対し、携帯用ディジタル放送受信端末６では、データ処理能力やメモリ容量等の
制限により、１３セグメント中の１セグメントまたは３セグメントのみを取り込むように
している。さらに、この携帯用ディジタル放送受信端末６では、数ｋｂ／ｓｅｃ（キロビ
ット／秒）前後の低ビット転送速度で簡易動画像符号化の標準であるＭＰＥＧ－４システ
ム規格に基づいて送信されたデータを受信することができるようになっている。このＭＰ
ＥＧ－４システムは、主として移動通信に使用されるものであり、ＭＰＥＧ－２システム
規格よりも外部からのノイズに強い規格になっている。携帯用ディジタル放送受信端末で
は、ＭＰＥＧ－４システム規格に基づいてノイズに強い強階層の受信サービス方式を利用
することができる。
【００５８】
　図２の実施例のメイン側ディジタル放送受信端末５においては、放送局から送信される
地上波ディジタル放送の電波を、メイン側アンテナＡ－５を通して選択的に受信するメイ
ン側チューナ部５－１が設けられている。このメイン側チューナ部５－１は、メイン側ア
ンテナＡ－５を通して受信された地上波ディジタル放送の複数のチャネルの中から特定の
チャネルの電波を選択的に取り出すチャネル選局処理部と、当該チャネルの電波を中間周
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波信号に変換するための周波数変換部とを含む。
【００５９】
　さらに、図２のメイン側ディジタル放送受信端末５においては、メイン側チューナ部５
－１にて受信された受信信号Ｓｒｍを復調して目的とする情報を取り出すための復調回路
からなるメイン側復調部５－２が設けられている。このメイン側復調部５－２は、メイン
側チューナ部５－１から出力されたディジタル形式の中間周波信号をＦＦＴ処理等により
復調して音声信号や映像信号等を含む復調信号Ｓｄｍを生成する機能を有する。
【００６０】
　さらに、図２のメイン側ディジタル放送受信端末５においては、メイン側復調部５－２
にて生成された復調信号Ｓｄｍのデコード処理を行うメイン側ＴＳデコーダ５－３が設け
られている。このメイン側ＴＳデコーダ５－３に入力された復調信号Ｓｄｍは、デコード
処理がなされた後に、ＭＰＥＧ－２システム規格のＴＳパケットの形式でデータストリー
ムとして出力される。上記の復調信号Ｓｄｍには、ＯＦＤＭ方式の直交変調信号の伝送パ
ラメータを示す制御信号であるＴＭＣＣが含まれている。メイン側ＴＳデコーダ５－３に
よりＴＭＣＣを復号することによって、データストリームの誤り訂正処理等が行われる。
【００６１】
　このメイン側ＴＳデコーダ５－３から出力されたデータストリームは、音声用のデータ
ストリームＳａｍおよび映像用のデータストリームＳｖｍを含む。これらの音声用のデー
タストリームＳａｍおよび映像用のデータストリームＳｖｍは、それぞれ、メイン側音声
デコーダ５－４およびメイン側映像デコーダ５－５によりデコード処理が行われ、目的と
する音声Ａｄｍおよび映像Ｖｄｍを含む情報が取り出される。音声Ａｄｍは、最終的に、
メイン側スピーカ５－９から出力される。また一方で、映像Ｖｄｍは、最終的に、メイン
側ディスプレイ５－１０の画面上に表示される。
【００６２】
　さらに、図２のメイン側ディジタル放送受信端末５においては、上記のメイン側チュー
ナ部５－１、メイン側復調部５－２、メイン側ＴＳデコーダ５－３、メイン側音声デコー
ダ５－４およびメイン側映像デコーダ５－５等の各部の動作を統括的に制御するメイン側
ＣＰＵ５－７が設けられている。このメイン側ＣＰＵ５－７は、メイン側バスラインＢ－
５を介してメイン側チューナ部５－１、メイン側復調部５－２、メイン側ＴＳデコーダ５
－３、メイン側音声デコーダ５－４およびメイン側映像デコーダ５－５等に接続されてお
り、制御信号Ｓｔｍを上記各構成要素に送出することによって上記各構成要素の動作を制
御する。
【００６３】
　さらに、図２のメイン側ディジタル放送受信端末５においては、地上波ディジタル放送
の特定のチャネルを選択する際に必要なデータ、または関連するデータを入力するための
リモートコントローラ５－８ａが設けられている。ユーザがリモートコントローラ５－８
ａを操作することによって入力されたデータは、Ｉ／Ｏポート５－８ｂを介してメイン側
ＣＰＵ５－７に転送される。
【００６４】
　さらに、図２のメイン側ディジタル放送受信端末５においては、リモートコントローラ
５－８ａから入力されたデータや受信したチャネル内の各種の情報等を格納するためのメ
モリであるＲＡＭ５－６ａおよびＲＯＭ５－６ｂが設けられている。なお、上記のメモリ
として、メイン側ＣＰＵ５－７に内蔵のＲＡＭやＲＯＭ等を利用することもできる。
【００６５】
　また一方で、図２の実施例の携帯用ディジタル放送受信端末６は、前述のメイン側ディ
ジタル放送受信端末５とほぼ同様の構成を有している。
【００６６】
　より詳しく説明すると、図２の携帯用ディジタル放送受信端末６においては、放送局か
ら送信される地上波ディジタル放送の電波を、携帯用アンテナＡ－６を通して選択的に受
信する携帯用チューナ部６－１が設けられている。この携帯用チューナ部６－１は、携帯
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用アンテナＡ－６を通して受信された地上波ディジタル放送の複数のチャネルの中から特
定のチャネルの電波を選択的に取り出すチャネル選局処理部と、当該チャネルの電波を中
間周波信号に変換するための周波数変換部とを含む。
【００６７】
　さらに、図２の携帯用ディジタル放送受信端末６においては、携帯用チューナ部６－１
にて受信された受信信号Ｓｒｐを復調して目的とする情報を取り出すための復調回路から
なる携帯用復調部６－２が設けられている。この携帯用復調部６－２は、携帯用チューナ
部６－１から出力されたディジタル形式の中間周波信号をＦＦＴ処理等により復調して音
声信号や映像信号等を含む復調信号Ｓｄｐを生成する機能を有する。
【００６８】
　さらに、図２の携帯用ディジタル放送受信端末６においては、携帯用復調部６－２にて
生成された復調信号Ｓｄｐのデコード処理を行う携帯用ＴＳデコーダ６－３が設けられて
いる。この携帯用ＴＳデコーダ６－３に入力された復調信号Ｓｄｐは、デコード処理がな
された後に、ＭＰＥＧ－４システム規格のＴＳパケットの形式でデータストリームとして
出力される。上記の復調信号Ｓｄｐには、ＯＦＤＭ方式の直交変調信号の伝送パラメータ
を示す制御信号であるＴＭＣＣが含まれている。携帯用ＴＳデコーダ６－３によりＴＭＣ
Ｃを復号することによって、データストリームの誤り訂正処理等が行われる。
【００６９】
　この携帯用ＴＳデコーダ６－３から出力されたデータストリームは、音声用のデータス
トリームＳａｐおよび映像用のデータストリームＳｖｐを含む。これらの音声用のデータ
ストリームＳａｐおよび映像用のデータストリームＳｖｐは、それぞれ、携帯用音声デコ
ーダ６－４および携帯用映像デコーダ６－５によりデコード処理が行われ、目的とする音
声Ａｄｐおよび映像Ｖｄｐを含む情報が取り出される。音声Ａｄｐは、最終的に、スピー
カ等の携帯用音声出力部６－９から出力される。また一方で、映像Ｖｄｐは、最終的に、
ディスプレイ等の携帯用表示部６－１０の画面上に表示される。
【００７０】
　さらに、図２の携帯用ディジタル放送受信端末６においては、上記の携帯用チューナ部
６－１、携帯用復調部６－２、携帯用ＴＳデコーダ６－３、携帯用音声デコーダ６－４お
よび携帯用映像デコーダ６－５等の各構成要素の動作を統括的に制御する携帯用ＣＰＵ６
－７が設けられている。この携帯用ＣＰＵ６－７は、携帯用バスラインＢ－６を介して携
帯用チューナ部６－１、携帯用復調部６－２、携帯用ＴＳデコーダ６－３、携帯用音声デ
コーダ６－４および携帯用映像デコーダ６－５等に接続されており、制御信号Ｓｔｐを上
記各構成要素に送出することによって上記各構成要素の動作を制御する。
【００７１】
　さらに、図２の携帯用ディジタル放送受信端末６においては、地上波ディジタル放送の
特定のチャネルを選択する際に必要なデータ、または関連するデータを入力するための操
作スイッチ６－８ａが設けられている。この場合、携帯用ディジタル放送受信端末６は携
帯用移動通信機器として使用しているので、前述のメイン側ディジタル放送受信端末のよ
うにリモートコントローラを利用することはできない。ユーザが操作スイッチ６－８ａを
操作することによって入力されたデータは、Ｉ／Ｏポート６－８ｂを介して携帯用ＣＰＵ
６－７に転送される。
【００７２】
　さらに、図２の携帯用ディジタル放送受信端末６においては、操作スイッチ６－８ａか
ら入力されたデータや受信したチャネル内の各種の情報等を格納するためのメモリである
ＲＡＭ６－６ａおよびＲＯＭ６－６ｂが設けられている。なお、上記のメモリとして、携
帯用ＣＰＵ６－７に内蔵のＲＡＭやＲＯＭ等を利用することもできる。
【００７３】
　さらに、図２の実施例においては、メイン側ディジタル放送受信端末５に設けられた受
信端末インタフェース４を介して、メイン側ディジタル放送受信端末５と携帯用ディジタ
ル放送受信端末６とが着脱可能に接続されている。この受信端末インタフェース４は、メ
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イン側ディジタル放送受信端末５と携帯用ディジタル放送受信端末６との間で、音声信号
や映像信号や関連データ等を含む各種の信号Ｓｃｍを交換することによって相互通信を可
能にする機能を有する。
【００７４】
　さらに、図２の実施例においては、メイン側ディジタル放送受信端末５と携帯用ディジ
タル放送受信端末６との接続状態を監視する接続状態監視部３が、メイン側ディジタル放
送受信端末５に設けられている。より具体的には、接続状態監視部３は、メイン側ディジ
タル放送受信端末５と携帯用ディジタル放送受信端末６とを接続するための複数の接続端
子の中で、電源等に接続されている特定の接続端子の電圧レベルを監視することによって
、上記２種のディジタル放送受信端末が実際に接続されているか否かを検知する。この接
続状態監視部３による検知結果は、メイン側バスラインＢ－５を介してメイン側ＣＰＵ５
－７に通知される。
【００７５】
　なお、図２の実施例においては、受信端末インタフェース４および接続状態監視部３を
メイン側ディジタル放送受信端末内に設けた例を示しているが、受信端末インタフェース
４および接続状態監視部３を携帯用ディジタル放送受信端末内に設けた場合でも、同様の
機能が実現される。
【００７６】
　図２の第１の具体的な実施例によれば、メイン側ディジタル放送受信端末と携帯用ディ
ジタル放送受信端末とを着脱可能に接続することによって２復調回路構成を実現すること
ができるので、一つのチャネルの情報を受信している最中に他のチャネルのサービス等の
情報を受信することが可能になる。さらに、上記の２復調回路構成を実現することによっ
て、一つのチャネルで通常のサービスに関する情報を取得しながら、バックグランドで他
の任意のチャネルの情報を検索して取得することが可能になる。
【００７７】
　さらに、図２の第１の具体的な実施例によれば、携帯用ディジタル放送受信端末で受信
されたチャネルの情報をメイン側ディジタル放送受信端末に切り替えてメイン側ディスプ
レイの大画面上に表示することができるので、受信チャネルの情報の大画面表示が可能に
なる。
【００７８】
　さらに、図２の第１の具体的な実施例によれば、メイン側ディジタル放送受信端末によ
るチャネルの受信中に当該チャネルの受信が困難になったときに、ノイズに強い携帯用デ
ィジタル放送受信端末の強階層の受信サービス方式に切り替えて当該チャネルを受信する
ことができるので、最初にメイン側ディジタル放送受信端末にて受信されたチャネルの情
報をシームレス方式で切り替えて途切れなく出力することが可能になる。
【００７９】
　さらに、図２の第１の具体的な実施例によれば、メイン側ディジタル放送受信端末また
は携帯用ディジタル放送受信端末のいずれか一方で受信されたチャネルの情報を他方のデ
ィジタル放送受信端末で同時に表示することができるので、一つのチャネルの情報のサー
ビスを受けると同時に、他の任意のチャネルのサービスに関する情報をディスプレイ等で
見ることが可能になる。
【００８０】
　さらに、図２の第１の具体的な実施例によれば、メイン側ディジタル放送受信端末また
は携帯用ディジタル放送受信端末のいずれか一方で作成された番組予約に関する情報を他
方のディジタル放送受信端末に転送することによって、番組予約に関する情報を相互に交
換することが可能になる。
【００８１】
　ついで、図３～図９を参照しながら、本発明の実施例において各種の処理を実行する場
合のフローを順次説明する。ただし、図３～図９では、図２の第１の具体的な実施例にお
いてメイン側ディジタル放送受信端末のおよび携帯用ディジタル放送受信端末を動作させ
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た場合のフローを例示する。さらに、図３～図９では、「メイン側ディジタル放送受信端
末」を「メイン側受信端末」と略記し、「携帯用ディジタル放送受信端末」を「携帯用受
信端末」と略記する。
【００８２】
　図３は、本発明の実施例において変更先チャネルの先読みオートプリセットを実行する
フローを説明するためのフローチャートである。
【００８３】
　ステップＳ１に示すように、携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送
受信端末に接続されているか否かが、接続状態監視部によって常に監視されている。
【００８４】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されているこ
とが検知された場合、携帯用ディジタル放送受信端末をサーチ用端末として利用し、携帯
用ＣＰＵにより地上波ディジタル放送の全てのチャネルのサービス情報を検索する（ステ
ップＳ２）。
【００８５】
　さらに、携帯用ディジタル放送受信端末は、サービス情報の検索の結果として取得され
たサービス情報をメイン側ディジタル放送受信端末に通知する（ステップＳ３）。
【００８６】
　さらに、メイン側ディジタル放送受信端末は、上記のようにして取得されたサービス情
報をメイン側ディジタル放送受信端末内のＲＡＭやＲＯＭ等のメモリにプリセットし、メ
イン側ディジタル放送受信端末での現在の受信チャネルを変更する際に、当該サービス情
報をメモリから読み出すようにしている。換言すれば、メイン側ディジタル放送受信端末
にて変更先チャネルの先読みオートプリセット（ＡＵＴＯ．Ｐ）機能が実行されることに
なる（ステップＳ４）。
【００８７】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されていない
ことが確認された場合は、上記のステップＳ２～Ｓ４の処理を終了する（ステップＳ５）
。
【００８８】
　図４は、本発明の実施例においてＥＰＧ情報を取得するフローを説明するためのフロー
チャートである。
【００８９】
　ステップＳ１１に示すように、携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放
送受信端末に接続されているか否かが、接続状態監視部によって常に監視されている。
【００９０】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されているこ
とが検知された場合、携帯用ディジタル放送受信端末をサーチ用端末として利用し、携帯
用ＣＰＵにより地上波ディジタル放送の全てのチャネルのＥＰＧ情報を検索する（ステッ
プＳ１２）。このＥＰＧ情報には、番組の放送時刻や内容に関する情報が含まれており、
ディスプレイの画面上で当該情報を容易に確認することができる。
【００９１】
　さらに、携帯用ディジタル放送受信端末は、ＥＰＧ情報の検索の結果として取得された
サービス情報をメイン側ディジタル放送受信端末に通知する（ステップＳ１３）。
【００９２】
　さらに、メイン側ディジタル放送受信端末は、上記のようにして取得されたＥＰＧ情報
をメイン側ディジタル放送受信端末内のＲＡＭやＲＯＭ等のメモリに格納する（ステップ
Ｓ１４）。
【００９３】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されていない
ことが確認された場合は、上記のステップＳ１２～Ｓ１４の処理を終了する（ステップＳ
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１５）。
【００９４】
　図５は、本発明の実施例において他チャネルの緊急サービスに切り替えるフローを説明
するためのフローチャートである。
【００９５】
　ステップＳ２１に示すように、携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放
送受信端末に接続されているか否かが、接続状態監視部によって常に監視されている。
【００９６】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されているこ
とが検知された場合、携帯用ディジタル放送受信端末をサーチ用端末として利用し、携帯
用ＣＰＵにより地上波ディジタル放送の全てのチャネルの緊急警報を監視する（ステップ
Ｓ２２）。
【００９７】
　携帯用ディジタル放送受信端末側で緊急警報がヒット（ＨＩＴ）した場合、すなわち、
携帯用ＣＰＵにより緊急警報が検知された場合（ステップＳ２３）、検知された緊急警報
をメイン側ディジタル放送受信端末にて選択し、メイン側ディジタル放送受信端末での現
在の受信チャネルを当該緊急警報の緊急サービスに切り替える（ステップＳ２４）。
【００９８】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されていない
ことが確認された場合は、上記のステップＳ２２～Ｓ２４の処理を終了する（ステップＳ
２５）。
【００９９】
　図６は、本発明の実施例において２つのディジタル放送受信端末のいずれか一方に切り
替えて表示を行うフローを説明するためのフローチャートである。
【０１００】
　ステップＳ３１に示すように、携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放
送受信端末に接続されているか否かが、接続状態監視部によって常に監視されている。
【０１０１】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されているこ
とが検知された場合、携帯用ディジタル放送受信端末で受信されたチャネルのサービス情
報（受信サービス）をメイン側ディジタル放送受信端末に切り替えて表示するか、または
、メイン側ディジタル放送受信端末で受信されたチャネルのサービス情報（受信サービス
）を携帯用ディジタル放送受信端末に切り替えて表示する（ステップＳ３２）。これによ
って、携帯用ディジタル放送受信端末で受信されたチャネルの情報をメイン側ディジタル
放送受信端末に切り替えてメイン側ディスプレイの大画面上に表示することができるよう
になる。
【０１０２】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されていない
ことが確認された場合は、上記のステップＳ３１およびＳ３２の処理を終了する（ステッ
プＳ３３）。
【０１０３】
　図７は、本発明の実施例において携帯用ディジタル放送受信端末の強サービス（強階層
の受信サービス）に切り替えるフローを説明するためのフローチャートである。
【０１０４】
　ステップＳ４１に示すように、携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放
送受信端末に接続されているか否かが、接続状態監視部によって常に監視されている。
【０１０５】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されているこ
とが検知された場合、メイン側ディジタル放送受信端末が、このメイン側ディジタル放送
受信端末によるサイマル放送等のチャネルの受信中に画像がちらちらし始めて当該チャネ
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ルの受信が困難であると判断したときに（ステップＳ４２）、携帯用ディジタル放送受信
端末で強階層の受信サービス方式を使用して受信しているか否かを確認する（ステップＳ
４３）。
【０１０６】
　携帯用ディジタル放送受信端末で強階層の受信サービス方式を使用していることが確認
された場合（ステップＳ４３）、ノイズに強い携帯用ディジタル放送受信端末で強階層の
受信サービス方式に切り替えて当該チャネルを受信し、携帯用ディジタル放送受信端末で
受信され復調された当該チャネルの音声および／または映像（ＡＶ出力）をメイン側ディ
ジタル放送受信端末に途切れなく出力する（ステップＳ４４）。これによって、最初にメ
イン側ディジタル放送受信端末にて受信されたチャネルの情報をシームレス方式で切り替
えて途切れなく出力することができるようになる。
【０１０７】
　ただし、携帯用ディジタル放送受信端末で強階層の受信サービス方式を使用していない
ことが確認された場合には（ステップＳ４３）、当該チャネルの音声および／または映像
が一旦途切れた後に、メイン側ディジタル放送受信端末で強階層の受信サービス方式を選
択してから当該チャネルを受信する（ステップＳ４５）。
【０１０８】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されていない
ことが確認された場合は、上記のステップＳ４２～Ｓ４５の処理を終了する（ステップＳ
４６）。
【０１０９】
　図８は、本発明の実施例において２つのディジタル放送受信端末のいずれか一方の受信
サービスを他方の受信端末でＰＩＮＰ（picture in picture）表示を行うフローを説明す
るためのフローチャートである。
【０１１０】
　ステップＳ５１に示すように、携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放
送受信端末に接続されているか否かが、接続状態監視部によって常に監視されている。
【０１１１】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されているこ
とが検知された場合、携帯用ディジタル放送受信端末にて受信されたチャネルの情報をメ
イン側ディジタル放送受信端末にて同時に表示する（すなわち、ＰＩＮＰ表示を行う）か
、または、メイン側ディジタル放送受信端末にて受信されたチャネルの情報を携帯用ディ
ジタル放送受信端末にて同時に表示する（ステップＳ５２）。これによって、メイン側デ
ィジタル放送受信端末または携帯用ディジタル放送受信端末のいずれか一方のディスプレ
イを節減することができるようになる。
【０１１２】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されていない
ことが確認された場合は、上記のステップＳ５１およびＳ５２の処理を終了する（ステッ
プＳ５３）。
【０１１３】
　図９は、本発明の実施例において２つのディジタル放送受信端末のいずれか一方の番組
予約情報を相互利用可能にするフローを説明するためのフローチャートである。
【０１１４】
　ステップＳ６１に示すように、携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放
送受信端末に接続されているか否かが、接続状態監視部によって常に監視されている。
【０１１５】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されているこ
とが検知された場合、携帯用ディジタル放送受信端末で作成された番組予約に関する情報
をメイン側ディジタル放送受信端末で利用することが可能になり、または、メイン側ディ
ジタル放送受信端末で作成された番組予約に関する情報を携帯用ディジタル放送受信端末
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で利用することが可能になる（ステップＳ６２）。これによって、メイン側ディジタル放
送受信端末または携帯用ディジタル放送受信端末のいずれか一方で作成された番組予約に
関する情報を他方のディジタル放送受信端末で相互に利用することができるようになる。
【０１１６】
　携帯用ディジタル放送受信端末がメイン側ディジタル放送受信端末に接続されていない
ことが確認された場合は、上記のステップＳ６１およびＳ６２の処理を終了する（ステッ
プＳ６３）。
【０１１７】
　図１０は、本発明の第２の具体的な実施例の構成を示すブロック図である。ここでは、
第１のディジタル放送受信端末として、一般の家庭で使用されるホーム用ディジタル放送
受信端末７または移動体内で使用される車載用ディジタル放送受信端末８により構成され
、第２のディジタル放送受信端末は、前述の図２の実施例と同様の携帯用ディジタル放送
受信端末６により構成される。
【０１１８】
　図１０の第２の具体的な実施例においては、携帯用ディジタル放送受信端末６をホーム
用ディジタル放送受信端末７に着脱可能に接続するか、または、上記の携帯用ディジタル
放送受信端末６を車載用ディジタル放送受信端末８に着脱可能に接続することができるよ
うなディジタル放送受信装置７０の構成を簡略化して示す。
【０１１９】
　図１０の実施例のホーム用ディジタル放送受信端末７においては、放送局から送信され
る地上波ディジタル放送の電波を、ホーム用アンテナＡ－７を通して選択的に受信するホ
ーム用チューナ部７－１が設けられている。このホーム用チューナ部７－１は、ホーム用
アンテナＡ－７を通して受信された地上波ディジタル放送の複数のチャネルの中から特定
のチャネルの電波を選択的に取り出すチャネル選局処理部と、当該チャネルの電波を中間
周波信号に変換するための周波数変換部とを含む。
【０１２０】
　さらに、図１０のホーム用ディジタル放送受信端末７においては、ホーム用チューナ部
７－１にて受信された受信信号Ｓｒｈを復調して目的とする情報を取り出すための復調回
路からなるホーム用復調部７－２が設けられている。このホーム用復調部７－２は、ホー
ム用チューナ部７－１から出力されたディジタル形式の中間周波信号をＦＦＴ処理等によ
り復調して音声信号や映像信号等を含む復調信号Ｓｄｈを生成する機能を有する。
【０１２１】
　さらに、図１０のホーム用ディジタル放送受信端末７においては、ホーム用復調部７－
２にて生成された復調信号Ｓｄｈのデコード処理を行うホーム用ＴＳデコーダ７－３が設
けられている。このホーム用ＴＳデコーダ７－３に入力された復調信号Ｓｄｈは、デコー
ド処理がなされた後に、ＭＰＥＧ－２システム規格のＴＳパケットの形式でデータストリ
ームとして出力される。上記の復調信号Ｓｄｈには、ＯＦＤＭ方式の直交変調信号の伝送
パラメータを示す制御信号であるＴＭＣＣが含まれている。ホーム用ＴＳデコーダ７－３
によりＴＭＣＣを復号することによって、データストリームの誤り訂正処理等が行われる
。
【０１２２】
　このホーム用ＴＳデコーダ７－３から出力されたデータストリームは、音声用のデータ
ストリームＳａｈおよび映像用のデータストリームＳｖｈを含む。これらの音声用のデー
タストリームＳａｈおよび映像用のデータストリームＳｖｈは、それぞれ、ホーム用音声
デコーダ７－４およびホーム用映像デコーダ７－５によりデコード処理が行われ、目的と
する音声Ａｄｈおよび映像Ｖｄｈを含む情報が取り出される。音声Ａｄｈは、最終的に、
ホーム用スピーカ７－９から出力される。また一方で、映像Ｖｄｈは、最終的に、ホーム
用ディスプレイ７－１０の画面上に表示される。
【０１２３】
　さらに、図１０のホーム用ディジタル放送受信端末７においては、上記のホーム用チュ
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ーナ部７－１、ホーム用復調部７－２、ホーム用ＴＳデコーダ７－３、ホーム用音声デコ
ーダ７－４およびホーム用映像デコーダ７－５等の各部の動作を統括的に制御するホーム
用ＣＰＵ７－７が設けられている。このホーム用ＣＰＵ７－７は、ホーム用バスラインＢ
－７を介してホーム用チューナ部７－１、ホーム用復調部７－２、ホーム用ＴＳデコーダ
７－３、ホーム用音声デコーダ７－４およびホーム用映像デコーダ７－５等に接続されて
おり、制御信号Ｓｔｈを上記各構成要素に送出することによって上記各構成要素の動作を
制御する。
【０１２４】
　さらに、図１０のホーム用ディジタル放送受信端末７においては、地上波ディジタル放
送の特定のチャネルを選択する際に必要なデータ、または関連するデータを入力するため
のリモートコントローラ７－８ａが設けられている。ユーザがリモートコントローラ７－
８ａを操作することによって入力されたデータは、Ｉ／Ｏポート７－８ｂを介してホーム
用ＣＰＵ７－７に転送される。
【０１２５】
　さらに、図１０のホーム用ディジタル放送受信端末７においては、リモートコントロー
ラ７－８ａから入力されたデータや受信したチャネル内の各種の情報等を格納するための
メモリであるＲＡＭ７－６ａおよびＲＯＭ７－６ｂが設けられている。なお、上記のメモ
リとして、ホーム用ＣＰＵ７－７に内蔵のＲＡＭやＲＯＭ等を利用することもできる。
【０１２６】
　また一方で、図１０の実施例の携帯用ディジタル放送受信端末６は、前述の図２の実施
例にて既に説明しているので、ここでは再度の説明を省略する。
【０１２７】
　さらに、図１０の実施例においては、ホーム用ディジタル放送受信端末７に設けられた
受信端末インタフェース４－７を介して、ホーム用ディジタル放送受信端末７と携帯用デ
ィジタル放送受信端末６とが着脱可能に接続されている。この受信端末インタフェース４
－７は、ホーム用ディジタル放送受信端末７と携帯用ディジタル放送受信端末６との間で
、音声信号や映像信号や関連データ等を含む各種の信号Ｓｃｈを交換することによって相
互通信を可能にする機能を有する。
【０１２８】
　さらに、図１０の実施例においては、ホーム用ディジタル放送受信端末７と携帯用ディ
ジタル放送受信端末６との接続状態を監視する接続状態監視部３－７が、ホーム用ディジ
タル放送受信端末７に設けられている。より具体的には、接続状態監視部３－７は、ホー
ム用ディジタル放送受信端末７と携帯用ディジタル放送受信端末６とを接続するための複
数の接続端子の中で、電源等に接続されている特定の接続端子の電圧レベルを監視するこ
とによって、上記２種のディジタル放送受信端末が実際に接続されているか否かを検知す
る。この接続状態監視部３－７による検知結果は、ホーム用バスラインＢ－７を介してホ
ーム用ＣＰＵ７－７に通知される。
【０１２９】
　なお、図１０の実施例においては、受信端末インタフェース４－７および接続状態監視
部３－７をホーム用ディジタル放送受信端末内に設けた例を示しているが、受信端末イン
タフェース４－７および接続状態監視部３－７を携帯用ディジタル放送受信端末内に設け
た場合でも、同様の機能が実現される。
【０１３０】
　また一方で、図１０の実施例の車載用ディジタル放送受信端末８は、前述の車載用ディ
ジタル放送受信端末７とほぼ同様の構成を有している。
【０１３１】
　より詳しく説明すると、図１０の実施例の車載用ディジタル放送受信端末８においては
、放送局から送信される地上波ディジタル放送の電波を、車載用アンテナＡ－８を通して
選択的に受信する車載用チューナ部８－１が設けられている。この車載用チューナ部８－
１は、車載用アンテナＡ－８を通して受信された地上波ディジタル放送の複数のチャネル
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の中から特定のチャネルの電波を選択的に取り出すチャネル選局処理部と、当該チャネル
の電波を中間周波信号に変換するための周波数変換部とを含む。
【０１３２】
　さらに、図１０の車載用ディジタル放送受信端末８においては、車載用チューナ部８－
１にて受信された受信信号Ｓｒｃを復調して目的とする情報を取り出すための復調回路か
らなる車載用復調部８－２が設けられている。この車載用復調部８－２は、車載用チュー
ナ部８－１から出力されたディジタル形式の中間周波信号をＦＦＴ処理等により復調して
音声信号や映像信号等を含む復調信号Ｓｄｃを生成する機能を有する。
【０１３３】
　さらに、図１０のホーム用ディジタル放送受信端末８においては、ホーム用復調部８－
２にて生成された復調信号Ｓｄｃのデコード処理を行う車載用ＴＳデコーダ８－３が設け
られている。この車載用ＴＳデコーダ８－３に入力された復調信号Ｓｄｃは、デコード処
理がなされた後に、ＭＰＥＧ－２システム規格のＴＳパケットの形式でデータストリーム
として出力される。上記の復調信号Ｓｄｃには、ＯＦＤＭ方式の直交変調信号の伝送パラ
メータを示す制御信号であるＴＭＣＣが含まれている。車載用ＴＳデコーダ８－３により
ＴＭＣＣを復号することによって、データストリームの誤り訂正処理等が行われる。
【０１３４】
　この車載用ＴＳデコーダ８－３から出力されたデータストリームは、音声用のデータス
トリームＳａｃおよび映像用のデータストリームＳｖｃを含む。これらの音声用のデータ
ストリームＳａｃおよび映像用のデータストリームＳｖｃは、それぞれ、車載用音声デコ
ーダ８－４および車載用映像デコーダ８－５によりデコード処理が行われ、目的とする音
声Ａｄｈおよび映像Ｖｄｃを含む情報が取り出される。音声Ａｄｃは、最終的に、車載用
スピーカ８－９から出力される。また一方で、映像Ｖｄｃは、最終的に、車載用ディスプ
レイ８－１０の画面上に表示される。
【０１３５】
　さらに、図１０の車載用ディジタル放送受信端末８においては、上記の車載用チューナ
部８－１、車載用復調部８－２、車載用ＴＳデコーダ８－３、車載用音声デコーダ８－４
および車載用映像デコーダ８－５等の各部の動作を統括的に制御する車載用ＣＰＵ８－７
が設けられている。この車載用ＣＰＵ８－７は、車載用バスラインＢ－８を介して車載用
チューナ部８－１、車載用復調部８－２、車載用ＴＳデコーダ８－３、車載用音声デコー
ダ８－４および車載用映像デコーダ８－５等に接続されており、制御信号Ｓｔｃを上記各
構成要素に送出することによって上記各構成要素の動作を制御する。
【０１３６】
　さらに、図１０の車載用ディジタル放送受信端末８においては、地上波ディジタル放送
の特定のチャネルを選択する際に必要なデータ、または関連するデータを入力するための
リモートコントローラ８－８ａが設けられている。ユーザがリモートコントローラ８－８
ａを操作することによって入力されたデータは、Ｉ／Ｏポート８－８ｂを介して車載用Ｃ
ＰＵ８－７に転送される。
【０１３７】
　さらに、図１０の車載用ディジタル放送受信端末８においては、リモートコントローラ
８－８ａから入力されたデータや受信したチャネル内の各種の情報等を格納するためのメ
モリであるＲＡＭ８－６ａおよびＲＯＭ８－６ｂが設けられている。なお、上記のメモリ
として、車載用ＣＰＵ８－７に内蔵のＲＡＭやＲＯＭ等を利用することもできる。
【０１３８】
　さらに、図１０の実施例においては、車載用ディジタル放送受信端末８に設けられた受
信端末インタフェース４－８を介して、車載用ディジタル放送受信端末８と携帯用ディジ
タル放送受信端末６とが着脱可能に接続されている。この受信端末インタフェース４－８
は、車載用ディジタル放送受信端末８と携帯用ディジタル放送受信端末６との間で、音声
信号や映像信号や関連データ等を含む各種の信号Ｓｃｃを交換することによって相互通信
を可能にする機能を有する。
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【０１３９】
　さらに、図１０の実施例においては、車載用ディジタル放送受信端末８と携帯用ディジ
タル放送受信端末６との接続状態を監視する接続状態監視部３－８が、車載用ディジタル
放送受信端末８に設けられている。より具体的には、接続状態監視部３－８は、車載用デ
ィジタル放送受信端末８と携帯用ディジタル放送受信端末６とを接続するための複数の接
続端子の中で、電源等に接続されている特定の接続端子の電圧レベルを監視することによ
って、上記２種のディジタル放送受信端末が実際に接続されているか否かを検知する。こ
の接続状態監視部３－８による検知結果は、車載用バスラインＢ－８を介して車載用ＣＰ
Ｕ８－７に通知される。
【０１４０】
　なお、図１０の実施例においては、受信端末インタフェース４－８および接続状態監視
部３－８を車載用ディジタル放送受信端末内に設けた例を示しているが、受信端末インタ
フェース４－８および接続状態監視部３－８を携帯用ディジタル放送受信端末内に設けた
場合でも、同様の機能が実現される。上記の受信端末インタフェース４－８および接続状
態監視部３－８や、前述の受信端末インタフェース４－７および接続状態監視部３－７を
携帯用ディジタル放送受信端末内に設けることによって、共用の受信端末インタフェース
および接続状態監視部を携帯用ディジタル放送受信端末内に設けることができる。これに
よって、受信端末インタフェースおよび接続状態監視部の節減が図れる。
【０１４１】
　図１０の第２の具体的な実施例によれば、ホーム用ディジタル放送受信端末と携帯用デ
ィジタル放送受信端末とを接続した状態で取得したチャネルのサービス情報や番組予約情
報等を携帯用ディジタル放送受信端末内のメモリに一旦格納して、外部に持ち運ぶことが
できる。さらに、この携帯用ディジタル放送受信端末を車載用ディジタル放送受信端末に
接続することによって、ホーム用ディジタル放送受信端末で受信されたチャネルのサービ
ス情報や番組予約情報等を移動体内で利用することが容易に可能になる。
【０１４２】
　さらに、図１０の第２の具体的な実施例によれば、携帯用ディジタル放送受信端末６を
媒体として、ホーム用ディジタル放送受信端末と車載用ディジタル放送受信端末との間で
任意のチャネルのサービス情報や番組予約情報等をやり取りすることが可能になる。
【０１４３】
　図１１は、本発明の他の実施例の構成を示すブロック図である。ただし、ここでは、仕
様や用途等が異なる２種のディジタル放送受信端末（例えば、第１のディジタル放送受信
端末１および第２のディジタル放送受信端末２）が、並列関係で着脱可能に接続された状
態で、ＯＦＤＭ方式を使用した地上波ディジタル放送を受信することができるようなディ
ジタル放送受信装置８０の構成を簡略化して示す。
【０１４４】
　図１１の実施例に係るディジタル放送受信装置８０においては、上記２種のディジタル
放送受信端末として、第１のディジタル放送受信端末１と、第２のディジタル放送受信端
末２とが設けられている。これらの第１のディジタル放送受信端末１および第２のディジ
タル放送受信端末２の構成は、接続状態監視部３および受信端末インタフェース４が第１
のディジタル放送受信端末１に内蔵されていない点を除いて、前述の図１の第１および第
２のディジタル放送受信端末１、２の構成と同じである。したがって、ここでは、第１お
よび第２のディジタル放送受信端末１、２内の各々の構成要素に関する再度の説明を省略
する。
【０１４５】
　さらに、図１１の実施例に係るディジタル放送受信装置８０においては、上記の第１お
よび第２のディジタル放送受信端末１、２の動作を統括的に制御する統合部９が設けられ
ている。この統合部９には、第１のディジタル放送受信端末１および第２のディジタル放
送受信端末２と接続するための接続部（図示していない）が設けられている。この接続部
を介して、第１のディジタル放送受信端末１と第２のディジタル放送受信端末２とが互い
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に並列かつ着脱可能に接続される。なお、第２のディジタル放送受信端末だけを着脱自在
（例えば、第１のディジタル放送受信端末は車載機として自動車に固定）とする構成も可
能である。このような並列関係の接続形態によっても、前述の図１、図２および図１０の
従属関係の接続形態と同様に、本発明の２復調回路構成が実現される。上記の統合部９は
また、第１のディジタル放送受信端末１および第２のディジタル放送受信端末２から出力
される各種の信号Ｓｃを処理して音声信号や映像信号等の調整を行う機能も有する。
【０１４６】
　好ましくは、図１１の第１のディジタル放送受信端末１、第２のディジタル放送受信端
末２および統合部９は、それぞれ別個のユニットにより構成されている。
【０１４７】
　図１１の実施例によれば、第１のディジタル放送受信端末と第２のディジタル放送受信
端末とを並列かつ着脱可能に接続することによって２復調回路構成を実現することができ
るので、前述の実施例の場合と同様に、一つのチャネルの情報を受信している最中に他の
チャネルのサービス等の情報を受信することが可能になる。さらに、上記の２復調回路構
成を実現することによって、一つのチャネルで通常のサービスに関する情報を取得しなが
ら、バックグランドで他の任意のチャネルの情報を検索して取得することが可能になる。
【０１４８】
　さらに、図１１の実施例によれば、統合部により、第１のディジタル放送受信端末また
は第２のディジタル放送受信端末のいずれか一方で受信されたチャネルのサービス等に関
する情報を他方のディジタル放送受信端末に転送することによって、当該チャネルのサー
ビス等に関する情報を相互に交換することが可能になる。
【０１４９】
　なお、図１１の実施例では、第１および第２のディジタル放送受信端末等の２種のディ
ジタル放送受信端末を用いて２復調回路構成を実現しているが、３種以上のディジタル放
送受信端末を用いて３復調回路以上の複数の復調回路構成を実現することも可能である。
この場合でも、前述の図１１の実施例の場合と同様の効果が得られることはいうまでもな
い。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　本発明は、地上波ディジタル放送または衛星波ディジタル放送等のディジタル放送にお
いて、複数のチャネルのサービス情報や番組予約情報等を同時に取得する機能を備えたデ
ィジタル放送受信システムに適用することが可能である。特に、本発明は、ホーム用ディ
ジタル放送受信端末または車載用ディジタル放送受信端末と携帯用ディジタル放送受信端
末とを組み合せることによって上記の機能を実現することができるようなディジタル放送
受信システムに適用される可能性が高い。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】本発明の基本的な実施例の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の具体的な実施例の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施例において変更先チャネルの先読みオートプリセットを実行するフ
ローを説明するためのフローチャートである。
【図４】本発明の実施例においてＥＰＧ情報を取得するフローを説明するためのフローチ
ャートである。
【図５】本発明の実施例において他チャネルの緊急サービスに切り替えるフローを説明す
るためのフローチャートである。
【図６】本発明の実施例において２つのディジタル放送受信端末のいずれか一方に切り替
えて表示を行うフローを説明するためのフローチャートである。
【図７】本発明の実施例において携帯用ディジタル放送受信端末の強サービスに切り替え
るフローを説明するためのフローチャートである。
【図８】本発明の実施例において２つのディジタル放送受信端末のいずれか一方の受信サ
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ービスを他方の受信端末でＰＩＮＰ表示を行うフローを説明するためのフローチャートで
ある。
【図９】本発明の実施例において２つのディジタル放送受信端末のいずれか一方の番組予
約情報を相互利用可能にするフローを説明するためのフローチャートである。
【図１０】本発明の第２の具体的な実施例の構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明の他の実施例の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１５２】
１…第１のディジタル放送受信端末
１－１…第１のチューナ部
１－２…第１の復調部
１－３…第１のＴＳデコーダ
１－４…第１の音声デコーダ
１－５…第１の映像デコーダ
１－６…第１の記憶部
１－７…第１の制御部
１－８…第１の入力部
１－９…第１の音声出力部
１－１０…第１の表示部
２…第２のディジタル放送受信端末
２－１…第２のチューナ部
２－２…第２の復調部
２－３…第２のＴＳデコーダ
２－４…第２の音声デコーダ
２－５…第２の映像デコーダ
２－６…第２の記憶部
２－７…第２の制御部
２－８…第２の入力部
２－９…第２の音声出力部
２－１０…第２の表示部
３…接続状態監視部
３－７…接続状態監視部
３－８…接続状態監視部
４…受信端末インタフェース
４－７…受信端末インタフェース
４－８…受信端末インタフェース
５…メイン側ディジタル放送受信端末
５－１…メイン側チューナ部
５－２…メイン側復調部
５－３…メイン側ＴＳデコーダ
５－４…メイン側音声デコーダ
５－５…メイン側映像デコーダ
５－６ａ…ＲＡＭ
５－６ｂ…ＲＯＭ
５－７…メイン側ＣＰＵ
５－８ａ…リモートコントローラ
５－８ｂ…Ｉ／Ｏポート
５－９…メイン側スピーカ
５－１０…メイン側ディスプレイ
６…携帯用ディジタル放送受信端末
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６－１…携帯用チューナ部
６－２…携帯用復調部
６－３…携帯用ＴＳデコーダ
６－４…携帯用音声デコーダ
６－５…携帯用映像デコーダ
６－６ａ…ＲＡＭ
６－６ｂ…ＲＯＭ
６－７…携帯用ＣＰＵ
６－８ａ…操作スイッチ
６－８ｂ…Ｉ／Ｏポート
６－９…携帯用スピーカ
６－１０…携帯用ディスプレイ
７…ホーム用ディジタル放送受信端末
７－１…ホーム用チューナ部
７－２…ホーム用復調部
７－３…ホーム用ＴＳデコーダ
７－４…ホーム用音声デコーダ
７－５…ホーム用映像デコーダ
７－６ａ…ＲＡＭ
７－６ｂ…ＲＯＭ
７－７…ホーム用ＣＰＵ
７－８ａ…リモートコントローラ
７－８ｂ…Ｉ／Ｏポート
７－９…ホーム用スピーカ
７－１０…ホーム用ディスプレイ
８…車載用ディジタル放送受信端末
８－１…車載用チューナ部
８－２…車載用復調部
８－３…車載用ＴＳデコーダ
８－４…車載用音声デコーダ
８－５…車載用映像デコーダ
８－６ａ…ＲＡＭ
８－６ｂ…ＲＯＭ
８－７…車載用ＣＰＵ
８－８ａ…操作スイッチ
８－８ｂ…Ｉ／Ｏポート
８－９…車載用スピーカ
８－１０…車載用ディスプレイ
９…統合部
１０…ディジタル放送受信装置
５０…ディジタル放送受信装置
７０…ディジタル放送受信装置
８０…ディジタル放送受信装置



(23) JP 4212462 B2 2009.1.21

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(24) JP 4212462 B2 2009.1.21

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(25) JP 4212462 B2 2009.1.21

【図９】 【図１０】

【図１１】



(26) JP 4212462 B2 2009.1.21

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  西澤　秀志
            兵庫県神戸市兵庫区御所通１丁目２番２８号　富士通テン株式会社内

    審査官  矢野　光治

(56)参考文献  特開平０６－１７８２１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２７０２７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３２０１５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３２０１６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－０８６９２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２４４５６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２６８４６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－００４４３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－３３６０８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－３１７３４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３５３７８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３５２３７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３３３３３７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／４４－５／４４５　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

